
事業系ごみなどの収集・運搬業を行うための

一般廃棄物処理業の許可（更新含む。）申請について

この許可（更新含む。）申請は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137

号。以下「法」という。）及び浦安市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年

条例第２号。以下「条例」という。）並びに浦安市一般廃棄物収集運搬業の許可基準及び許

可後の遵守事項等に関する取扱要領（平成12年２月１日施行。以下「要領」という。）によ

り規定されています。

申請に当たりましては、下記の手順により進められます。

許可（更新含む。）申請の手順

事前協議書の提出
法第７条５項（処分業は同条第 10 項）の規定に適合していることな

どが、許可の要件になっていることから、許可申請前に事前協議書

を提出していただきます。

＊許可更新業者は事前協議の必要はありません。

↓

事 前 協 議 提出した事前協議書から、法第７条第５項（処分業は同条第 10 項）

及び要領の基準に適合しているか確認いたします。

↓

↓

↓

↓

↓

事前協議が整いましたら、申請書の提出となります（提出書類は、一部のもの

を除き事前協議書を兼用、更新は原則事前協議の必要なし）。なお、許可（更

新含む。）申請手数料として１件につき１．５万円が必要です。

申請の内容を確認の上、受理となります。申 請 の 受 理

許可・不許可が決定しだい速やかに連絡いたします。

許可の場合は、同時に許可証を交付いたします。
許可・不許可の通知

申 請

審 査
申請に基づき審査の後、市長が許可・不許可を決定します。

業 務 開 始 許可期限は、許可日から翌々年の３月末日までとなります。

遵守事項を守り、適正な業務を行ってください。なお、許可後、毎

月、実績報告書を市長に提出することになっています。
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別 紙



添付書類などの記載事項について

１ 一般廃棄物処理業許可申請書（第 10 号様式）

営業所の所在地及び名称、取扱廃棄物の種類、収集・運搬又は処分の別、業務

経験年数等を記入してください。

２ 事業計画書（別紙２）

①収集区域②収集・運搬方法③収集・運搬予定量④一般廃棄物の運搬先及び処分

方法⑤収集車両台数（車種及び積載量の内訳）⑥その他事業計画上、特記すべき

ものについて記入してください。

３ 住民票の写し（本籍・続柄など省略されていないもの）

※ 法人にあっては、定款及び商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

４ 申請者の履歴書

※ 法人にあっては、役員名簿及び履歴書

※ 履歴書は、写真を貼付するとともに、氏名の後には押印してください。

５ 従業員名簿（別紙３）

①氏名②性別③生年月日④住所⑤職種（事務員・作業員・運転手等）⑥入社年月

日を記載してください。

※ 役員も作業に従事している場合には記入してください。

６ 従業員調書（別紙４）

① 従業員が過去に廃棄物関連の法人に勤務経験がある時はその経歴

② 従業員が持つ一般廃棄物処理に関する資格

７ 一般廃棄物の処分先の処分業の許可証の写し及び受入承諾書

処分先が市の一般廃棄物処理施設であれば、一般廃棄物の処分先の処分業の

許可証の写しは提出不要です。

受入承諾書は処分先から交付された原本であること（処分先の押印が必要）。

８ 欠格要件に該当しない旨の誓約書（別紙５）

申請者（法人にあってはその業務を行う役員及び使用人を含む。）が法第７

条第５項第４号に該当しない旨を記載した誓約書

９ 住民税の納税証明書の写し

※ 法人にあっては、法人市民税の証明書、また、前年度の決算書も提出してく

ださい。



10 本市以外で既に収集運搬業（一般廃棄物又は産業廃棄物）の許可を受けてい

る場合はその写し

11 一般廃棄物収集運搬業に関する講習会等の終了証の写し

12 印鑑証明書

13 収集運搬車両一覧表（別紙６）

①車種②車両登録番号③初年度登録年月日④車検有効年月日⑤最大積載量を

記載してください。

14 収集運搬車両の自動車検査証の写し

※ 未購入の場合は、購入予定のカタログ及び購入契約を証する書類

（購入後直ちに自動車検査証の写しと写真を提出してください。）

15 収集運搬車両の写真

※ 形状、登録番号が確認できるもので、１台ごとに前右斜めと後ろ右斜めから

撮影したカラー写真であること。

16 収集運搬車両が他人所有の場合は所有者との契約の写し

17 車庫等の所在地及び付近の見取図（別紙７）

目標となる建物等を記載し、詳細に記載すること。

18 事業所及び収集運搬車両保管場所の配置図・案内図及び袖手台数を明らかに

する平面図（別紙８）

※ 事業所や車両の保管場所の配置図などは詳細に記載してください。

19 事業所及び収集運搬車両の保管場所の所有権又は使用権原を証する書面

※ 事業所及び車両の保管場所の所有者との契約書の写し

20 その他市長が必要と認める書類

焼却炉を保有している場合には仕様書（処理能力等）、検査関係書類、施設

の写真及び最終処分先（焼却残渣等）

正副各１部を作成し、提出してください

（各々フラットファイル等に閉じてください。）


